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テーマ 

「学校給食における地産地消について」、望ましい方向性や推進目標等、意見交換を行う。 

背 景 

 地域で生産された農産物や地元食材をその地域で消費することを「地産地消」といい、地産地

消の推進は、農産物等の消費拡大のみならず、生産者と消費者が互いに顔が見える関係となるこ

とで、地元食材や農業に対する理解が深まり、消費者の声が生産現場に反映され、生産意欲が高

まるなど多くの効果が期待される。 

 国は、平成 22 年に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林

水産物の利用促進に関する法律」を制定し、市町村においても「地域の農林水産物の利用促進に

ついての計画」を定めるよう努めることとされ、消費者と生産者が、地域における食と農に関す

る課題を共有し、地域一体となって地産地消に取り組むことが求められている。 

 市では、平成 30 年１月議員発議により「おうしゅう地産地消わくわく条例（以下「条例」と

いう。）」を制定し、地産地消を通じた農業振興と、食の安全安心を基盤とした食文化の継承等を

目的として平成 30 年４月１日から施行している。 

地産地消を計画的に推進するため、条例第 20 条では「おうしゅう地産地消推進計画（以下「地

産地消計画」という。）」を策定するとされており、令和２年度から令和６年度までの地産地消計

画を令和２年３月に策定し、今年度は中間評価年度となっている。この地産地消計画中「第５章 

具体的な取り組み」において、学校給食におけるＪＡと連携した地元産特別栽培米の提供や、市

産食材にこだわった学校給食の提供等の取り組みが示され、市産食材主要 29 品目の使用比率が

目標項目及び目標値とされている。 

また市では令和２年３月に、平成 17 年に制定された「食育基本法」に基づく市町村食育推進

計画として位置づけられる「第３次奥州市食育推進計画（以下「食育計画」という。）」を、令和

２年度から令和６年度の計画期間として策定し、地産地消計画同様今年度が中間評価年度となっ

ている。食育計画における基本理念実現の重点取り組みとして、地元食材を活用した食育の推進

が示され、学校給食での地元食材の利用促進事業が具体的取り組みとされている。 
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学校給食における地産地消の現状と課題 

【現 状】  

市内８つの学校給食施設において、旬を取り入れながら市内産農畜産物を優先的に使用してい

る。また、「奥州っ子給食」として年４回以上、市内農畜産物を多く活用したメニューを提供し、

食育と併せて地産地消を推進している。米については下記調査項目に含まれていないが、全量を

岩手ふるさと農業協同組合と江刺農業協同組合から購入し、利用率は 100％となっている。 

各給食施設が工夫を凝らし、可能な限り市内農畜産物の利用に努めているが、利用率は以下の

とおり減少傾向にある。 

 

＜主要 29 品目における学校給食の市内産農畜産物の利用率（％）＞              

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

47.3 44.1 44.0 43.8 46.3 40.6 41.6 

 

＜おうしゅう地産地消推進計画における目標値（％）＞ 

目標項目 
現状値 

（平成30年） 

中間評価 

（令和３年） 

目標値 

（令和６年） 

学校給食の市内産食材使用比率（主要29品目） 43.8 47.5 50.0 

 

＜R2（2020）給食事業における県産農林水産物の利用実態調査＞ 

 

※給食における使用食材の利用状況について、「主食、主食のうち米、野菜等、畜・水産物、加工品、冷

凍食品、牛乳等、その他」の区分で岩手県が調査したものより抜粋 

 

 

【課 題】 

 学校給食における地産地消推進上の課題は、出し手である生産者側と受け手である学校給食施

設側の２つの側面がある。 

 出し手側の課題としては、農業現場における生産者の高齢化等による生産数量や品目数の減少

や、農畜産物は気象変化の影響を受けやすいため安定的な確保が難しい場合があることなどがあ

げられる。 

一方、受け手側の課題としては、決められた賄材料費予算があるため、市場量販店と産直施設

等の仕入価格に差がある場合、やむを得ず市外産を使用せざるを得ない場合もあることや、定め

られた短時間のうちに調理する必要があるため、品質や規格が統一されていないと利用が難しい

ことなどがあげられる。 

また、「学校給食法」において、適切な栄養摂取と健康の保持増進、日常生活における食事へ

の正しい理解や望ましい食習慣を養うこと、各地域の優れた伝統的な食文化への理解、食糧生産

や流通消費への正しい理解に導くこと等が、学校給食の主な目標と示されている。学校給食は、

地産地消計画及び食育計画における具体的取り組み事項とされているが、学校給食法において実

施に努めることとされた「学校給食実施基準」における「学校給食摂取基準」を参考にした給食

の提供が第一義であることから、学校給食の果たすべき役割と、地産地消の観点から学校給食に

求められる方向とのバランスが、難しい現状にあるとも言える。 

総重量 県内産量 割合(%)
奥州市 233,377 172,974 74.1
総計 2,475,932 1,645,818 66.5

給食事業における県産食材の利用状況（令和２年度）



 

考えるヒント 

・地産地消のメリットとして、消費者側の目線からは、地元の新鮮な野菜が手に入り、旬の野菜

をおいしく食べられること、生産者の顔が見える安心感、地域ならではの農産物を知ることで地

元独自の調理法や食文化を知ることができるということがあげられる。また、生産者側からは、

少量生産や不揃いな野菜なども販売しやすい、消費者の声を直接聞くことができる、さらには、

環境面でも輸送にかかる燃料費や二酸化炭素の排出量を抑制できるというメリットがあると言

われている。 

・デメリットとしては、品質にバラツキがあるほか、大量生産される農産物に比べて地元の小規

模農家が育てるものは価格が高くなってしまう場合があり、生産者にとっても、出荷・販売にか

かるコスト増で負担が大きくなってしまうことがあげられる。（直売所で販売する場合、基本的

に直売所へ農産物を搬入するのは農家自身で、商品としてのパッケージングから搬入、売れ残っ

た商品の回収までを一貫して農家が行わなければならず、作物生産以外の作業負担が増える。） 

・学校給食において地域の農産物を使う場合について、「一定の量を揃える」「早い時間に納品し

なければならない」など、安定供給が大きな課題となっている。また、規格外の野菜等の利用は

形や大きさが不揃いであり、調理員の負担が大きくなるため活用が難しく、地域の農産物を使う

メリットが活かしきれない実態にある。 

・野菜類については、学校給食での購入価格より、市場での買取価格のほうが高い場合が多く、

市場出荷したほうが農家の収入増につながる。 

・給食においては、衛生管理のため、食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品は、１回で使い切る

量を調理当日に仕入れることとされており、朝７時 30 分から８時頃までの間に納品することと

なっている。 

・県内では、他産地であっても品質や栄養価に優れた旬の食材であれば、地元産に特にこだわら

ない取組をしている自治体もあったり、他県においては、市内産だけにこだわらず県内産のもの

をもって地元産とうたっているところもある。 

・奥州市では給食に地産地消の取組を取り入れるため、年に数回「奥州っ子の日」を設定し、令

和４年度においては 650 万円の費用を負担している。 




